
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

(参考)Ⅲ－３平均

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

 (3) ラスパイレス指数の状況

東京都添付資料より（類似団体平均、全国市平均）

（注）１　ラスパイレス指数とは、地方公共団体の一般行政職の給与月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を
　　用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数。

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。
　　　３　平成２５年は、国家公務員の時限的な（２年間）給与決定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値である。

※　平成２８年４月１日のライスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②３年連続で上昇している場合、
　③１００を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

青梅市の給与・定員管理等について

区　分
住民基本台帳人口 歳出額 実質収支 人件費 人件費率 （参考）

平成28年1月1日 Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 26年度の人件費率

27年度
人　 千円 千円 千円 ％ ％

136,750 49,622,921 726,384 6,839,533 13.8 14.2

区　分
職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 (参考)一人当たり

Ａ 給　 料 職員手当 期末･勤勉手当 計 　Ｂ 給与費 　Ｂ/Ａ 一人当たり給与費

27年度
人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

647 2,729,642 807,862 1,146,952 4,684,456 7,240 6,298

      ２　職員数は、２７年４月１日現在の人数である。
　　　３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、職員数には
　　　　当該職員を含んでいない。

　平成２７年４月に給与制度の総合的な見直しに伴い、給料月額を平均1.7％引き下げ、地域手当の支給率の引き上げを行った
ため、２ポイント以上の減少が図られた。今後は、職員構成比の新陳代謝等により減少していく見込みである。

H25.4.1 

100.9  H25.4.1 

99.2  

H25.4.1 

98.5  

H26.4.1 

102.8  H26.4.1 

99.6  H26.4.1 

98.6  

H27.4.1 

100.4  
H27.4.1 

99.5  
H27.4.1 

98.7  

H28.4.1 

100.6  
H28.4.1 

99.6  
H28.4.1 

99.1  

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

青梅市 類似団体平均 全国市平均 

1



（4）給与改定の状況
①月例給

　　　　　　　

円

（ ％）

②特別給（期末・勤勉手当）

　　　　　　　

（5）給与制度の総合的見直しの実施状況について

①給料表の見直し

【　　実施　　　・　　　未実施　　】

実施内容（平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容（未実施の場合には、その理由））

②地域手当の見直し

実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）

（支給割合）国基準１５％に対し、青梅市においても１５％を支給。
（実施時期）平成２７年４月１日より実施。段階的に支給割合を引上げることとし、平成２７年４月１日時点は１２％、

給与改定後は平成２７年４月に遡及し１３％、平成２８年４月１日時点は１５％を支給。

（参考）

　国基準による支給割合

　青梅市の支給割合

③その他の見直し内容

区　分

人事委員会の勧告

給　与　改　定　率

（参考）

民間給与 公務員給与 較差 勧　告 国　の　改　定　率

A B A-B （改定率）

27年度
円 円 480 ％ ％ ％

405,215 404,735 0.12 0.12 0.12 0.40

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較した
　　平均給与月額である。

区　分

人事委員会の勧告

年間支給月数

（参考）

民間の支給 公務員の 較差 勧　告 国　の　年　間

割合　　　　A 支給月数　　B A-B （改定月数） 支　給　月　数

27年度
月 月 月 月 月 月

4.30 4.20 0.10 0.10 4.30 4.20

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は
　　期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等に
取り組むとされている。

（給料表の改定実施時期）平成２７年４月１日
（内容）一般行政職の給料表について、平均1.7％引下げた（東京都の給料表に準拠した改定内容）。
　　　　他の給料表については、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施した。

平成２６年度
の支給割合

平成２７年度の支給割合
平成２８年度
の支給割合

4月1日時点 遡及改定後

10% 11% 13% 15%

10% 12% 13% 15%

・扶養手当の特定期間（満15 歳に達する日後の最初の４月１日から満22 歳に達する日以後の最初の３月31 日までの間）
にある子の加算額を4,500円から4,000円に減額（東京都の制度に準拠した）。
・特殊勤務手当（じんかい処理施設作業手当、福祉現業手当）の月額3,000円から日額150円に見直し。
（平成２７年４月１日実施）
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２８年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　②一般技能職

歳

歳 歳

歳 歳

歳 歳

歳

歳

歳

（注）１　「平均給料月額」とは、２８年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の　　　 
　　　　額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。　　
　　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で
　　　　算出している。

　　　※　民間データは、厚生労働省が公表する「賃金構造基本統計調査」（賃金センサス）において公表されているデータを使用した

　　　　ものである。（平成25年度から平成27年度までの3ヶ年平均）

　　　※　技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

　　　※　年収ベースの「公務員(Ｃ)」及び「民間(Ｄ)」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に

　　　　支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

　　（賃金センサス）

　　　　賃金センサスとは、主要産業に雇用される労働者について、その賃金の実態を明らかにすることを目的に厚生労働省が実施する

　　　調査です。

　　　　技能労務職の給与については、総務省通知に基づき、総務省が提供する賃金センサスに基づく民間類似職種の賃金と比較してお

　　　りますが、賃金センサスにおいては、公務類似でない産業のデータを含んでいることや日々雇用者等のデータも含んでいる等の違

　　　いがあり、単純に比較することは適切ではありませんが、民間の給与水準として参考に記載しています。

 (2) 職員の初任給の状況（２８年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円

 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２８年４月１日現在）

円 円 円

円

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国比較ベース）

青梅市 43.3 330,700 449,633 406,820

東京都 41.6 316,682 452,041 398,107

国 43.6 331,816 － 410,984

類似団体 42.5 322,217 410,830 372,241

区　　分

公　務　員 民　　間 参考

平均年齢 平均給料月額
平均給与月額

（Ａ）
平均給与月額
（国比較ベース）

対応する民間
の類似職種

平均年齢
平均給与月額

（Ｂ）
Ａ／Ｂ

青梅市 54.4 375,300 円 447,840 円 444,719 円 ― ― ― ―

う ち 学 校 給 食 員 54.5 378,385 円 446,775 円 445,904 円 調理士 40.8 304,000 円 1.47

う ち 清 掃 職 員 53.8 372,320 円 451,318 円 445,975 円 廃棄物処理業 45.3 290,300 円 1.55

う ち 用 務 員 54.9 379,452 円 457,077 円 453,305 円 用務員 55.2 199,900 円 2.29

東京都 52.0 328,683 円 386,373 円 362,610 円 ― ― ―

国 50.4 287,447 円 － 329,358 円 ―

332,852 円 392,637 円 371,173 円 ―

―

― ― ―

― ― ―

区　　分

参考

年収ベース（試算値）の比較

公務員
（Ｃ）

民間
（Ｄ）

Ｃ/Ｄ

類似団体 49.8

青梅市 ― ― ―

う ち 学 校 給 食 員 7,286,192 円 4,145,800 円 1.76

う ち 清 掃 職 員 7,340,261 円 3,968,100 円 1.85

う ち 用 務 員 7,465,604 円 2,732,900 円 2.73

区　　　　　分 青  梅  市 東　京　都 国

一般行政職
大　学　卒 181,200 181,200 182,700

高　校　卒 144,600 144,600 146,100

一般技能職
高　校　卒 142,000 142,000 －

中　学　卒 － － －

区　　　　分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年

一般行政職
大　学　卒 263,415 317,091 370,944

高　校　卒 － － 296,033

技能労務職
高　校　卒 － － －

中　学　卒 － － －
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（２８年４月１日現在）

（注）１　青梅市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

（2）昇給への勤務成績の反映状況

　イ　人事評価を実施した

　ロ　人事評価を実施していない

区　　分 標準的な職務内容 職員数 構成比

５　　級 部長 13人 2.3%

４　　級 課長 51人 9.2%

３　　級 係長 145人 26.0%

２　　級 主任 223人 40.0%

１　　級 主事 125人 22.5%

平成28年4月2日から平成29年4月1日
までにおける運用

青　　　　　梅　　　　　市 国

管理職員 一般職員
特定管理

職員
一般職員

○ ○ ○ ○

標準に加え、上位及び下位の区分も適用 ○ ○ ○ ○

標準に加え、上位の区分も適用

標準に加え、下位の区分も適用

標準の区分のみ適用

１級 22.5% １級 24.8% 

２級 40.0% ２級 38.0% 

３級 26.0% ３級 26.0% 

４級 9.2% ４級 8.9% 

５級 2.3% ５級 2.3% 
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４　職員の手当の状況

 (1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（２７年度支給割合） （２７年度支給割合） （２７年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・ 職務段階等加算 3～20％ ・ 職務段階別加算  3～20％ ・ 役職加算  　 5～20％

・ 管理職加算 　　15～25％ ・ 管理職加算  10～25％

（注）１　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

　　　２　役職により期末手当・勤勉手当の配分が異なる。

○勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）

　イ　人事評価を実施した

標準に加え、上位及び下位の成績率も適用

標準に加え、上位の成績率も適用

標準に加え、下位の成績率も適用

標準の成績率のみ適用

　ロ　人事評価を実施していない

 (2) 退職手当（２８年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（２％～４５％加算）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２７年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3) 地域手当（２８年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

地域手当補正後ラスパイレス指数 （ ）

（ラスパイレス指数） （ ）

（注）　地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、

 地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。

（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。）

青　　　　　梅　　　　　市 東　　　　　京　　　　　都 国

１人当たり平均支給額（２７年度） １人当たり平均支給額（２７年度）
―

1,632 1,776

2.60 1.70 2.60 1.70 2.60 1.60

1.45 0.80 1.45 0.80 1.45 0.75

平成28年度中における運用

青　　　　　梅　　　　　市 国

管理職員 一般職員
特定管理
職員

一般職員

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

青　　　　　　　　　　　梅　　　　　　　　　　　市 国

自己都合 応募認定・定年 自己都合 応募認定・定年

23.50 23.50 20.455 25.55625

31.50 31.50 29.145 34.5825

45.00 45.00 41.325 49.59

45.00 45.00 49.590 49.59

10,164 24,426

支給実績（２７年度決算） 400,706

支給職員１人当たり平均支給年額（２７年度決算） 546

支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

15 728 15

100.6

100.6
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 (4) 特殊勤務手当（２８年４月１日現在）

支給実績（２７年度決算） 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（２７年度決算） 　円

職員全体に占める手当支給職員の割合（２７年度） 　％

手当の種類（手当数） 8

感染症防疫作業に従事した者

行旅死亡人の取扱いに従事した者

行旅病人の救護に従事した者

へい獣の処理に従事した者

常時じんかい処理施設に機械操作に従事した者

 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

　　　２　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（27年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数

　　　　（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

 (6) その他の手当（２８年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

1,359

30,200

6.1

手当の名称 主な支給対象職員・業務 左記職員に対する支給単価

賦課、徴収事務手当

庁外において市税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者
医療保険料ならびに下水道事業受益者負担金の賦課に従事した
者

日額 150円

庁外において市税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者
医療保険料ならびに下水道事業受益者負担金の徴収および滞納
処分に従事した者

日額 420円

防疫作業手当 日額 300円

行旅死病人取扱手当
１回 3,000円

日額 1,000円

へい獣処理手当 日額 200円

じんかい処理施設
作業手当

日額 150円

福祉現業手当

生活保護および福祉の増進にかかる著しく困難な措置、訪問お
よび相談に従事した者

日額 150円

重症精神患者の移送に従事した者 日額 150円

孤立死等で発見された死亡人の取扱いに従事した者 １回 3,000円

危険業務手当
爆発物等の危険物および劇毒薬を使用する作業ならびに
電気設備等の相当危険な修繕作業に従事した者

日額 150円

医師手当 健康センターにおいて診療業務に従事する医師および歯科医師 月額

経験年数により

100,000、120,000
150,000、170,000
180,000、200,000

支 給 実 績 （ ２ ７ 年 度 決 算 ） 245,151

職員１人当たり平均支給年額（２７年度決算） 335

支 給 実 績 （ ２ ６ 年 度 決 算 ） 257,438

職員１人当たり平均支給年額（２６年度決算） 352

内容及び支給単価
国の制度
との異同

支給実績
（２７年度決算）

支給職員１人当たり
手　当　名 平均支給年額

（２７年度決算）

扶養手当

配偶者  13,500円
その他の親族  6,000円

満16歳の年度初めから満22歳の年度末まで
の子1人につき4,000円を加算

異 75,018 千円 219,351

住居手当
管理職を除く35歳未満の世帯主等
（借家・借間）　　15,000円

異 12,773 千円 153,892

通勤手当 運賃相当額 異 36,718 千円 71,575

管理職手当 課長  80,000円  部長  106,500円 異 69,509 千円 1,022,191

宿日直手当 庁舎管理業務職員　3,900円 異 261 千円 65,250

夜間勤務手当
正規の勤務時間として午後10時から翌日の
午前5時までの間に勤務する職員に対し、勤
務１時間当たりの給与額の25/100

異 1,442 千円 360,500
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５　特別職の報酬等の状況（２８年４月１日現在）

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

月分

（算定方式） （１期の手当額）

給料月額 × 勤続１年につき ３４０／１００

給料月額 × 勤続１年につき ２８５／１００

（注）退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）
　　勤めた場合における退職手当の見込額である。

６　職員数の状況

 (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

＜参考＞

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　人
（類似団体の人口１万人当たり職員数44.43人）

＜参考＞

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　人
（類似団体の人口１万人当たり職員数60.90人）

＜参考＞
人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

区 分 給　　　　料　　　　月　　　　額　　　　等

給

料

（参考）類似団体における最高／最低額

市 長 1,010,000 1,010,000 372,400

副 市 長 880,000 880,000 469,800

報

酬

議 長 625,000 700,000 432,000

副 議 長 560,000 650,000 397,000

議 員 530,000 610,000 365,000

期
末
手
当

市 長 　　（２７年度支給割合）

副 市 長 4.30

議 長
　　（２７年度支給割合）

　　　　　4.30　 月分
副 議 長

議 員

退
職
手
当

（支給時期）

市 長 13,736,000円 任期毎

副 市 長 10,032,000円 任期毎

備　　　　考

　　　　　　区　　分

 　部　　門

職 員 数 対前年
増減数

主な増減理由
平成２８年 平成２７年

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議会 11 11 0

税務 55 55 0
総務 178 174 4 組織改正、被災地派遣

民生 86 82 4 組織改正、欠員補充

衛生 54 54 0
農林水産 13 11 2 組織改正

商工 9 9 0
土木 108 103 5 欠員不補充

計 514 499 15 37.59

教育部門 132 150 △ 18 組織改正

小　計 646 649 △ 3 47.24

公
営
企
業
等

会
計
部
門

病院 724 742 △ 18 医師等医療技術職員等の欠員

下水道 26 27 △ 1 欠員不補充

その他 63 63 0

小　計 813 832 △ 19

合　　計 1,459 1,481 △ 22

[1,630］ [1,630］ [ 0 ］ 106.69
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 (2) 年齢別職員構成の状況（２８年４月１日現在）

                                                                                                                      

　

(3)職員数の推移

( %)

( %)

( %)

( %)

( %)

（注）　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

区　分

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

計

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上

職員数
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

0 14 73 72 67 41 58 91 86 121 100 12 735

　　　　　年度

 部門別
２３年 ２４年 ２５年 ２６年 ２７年 ２８年

過去５年間の
増減率

一般行政 487 489 490 500 499 514 27 5.5

教育 172 168 159 154 150 132 △ 40 △ 23.3

普通会計計 659 657 649 654 649 646 △ 13 △ 2.0

公営企業
等会計計 823 807 807 827 832 813 △ 1.2

総合計 1,482 1,464 1,456 1,481 1,481 1,459 △ 23

△ 10

△ 1.6

0
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8
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12

14

16

18

構成比 

５年前の構成比 

% 
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７　公営企業職員の状況

　(1)　病院事業
  　① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、２８年３月３１日現在の人数である。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２８年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（２７年度支給割合） （２７年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・ 職務段階等加算 3～20％ ・ 職務段階等加算 3～20％

（注）１　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

　　　２　役職により期末手当・勤勉手当の配分が異なる。

イ　退職手当（２８年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２７年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当（平成２８年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

　質収支 職員給与費比率

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

区　分 総費用 純損益又は実 総費用に占める

％

15,322,882 158,738 6,685,910 43.6

26年度の総費用に占

　 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり (参考)市町村病院事業職員

27年度
　　　千円 千円　 千円　 ％

A 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　Ｂ

39.5

一人当たり給与費

27年度
人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円 千円

2,657,865 1,619,090 1,120,007 5,396,962 7,383

給与費 　　B/A

6,792

区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

医 師 41.2 485,257 1,142,791

731

看 護 師 36.7 303,501 485,813

事 務 職 員 41.0 364,320 609,252

市 町 村 病 院
事 業 平 均

医 師 44.4 564,493 1,390,925

看 護 師 39.0 289,980 458,898

事 務 職 員 42.9 326,257 496,398

青梅市（病院事業） 青梅市（一般行政職）

１人当たり平均支給額（２７年度） １人当たり平均支給額（２７年度）

1,621 1,632

2.600 1.70 2.600 1.70

1.450 0.80 1.450 0.80

青梅市（病院事業） 青梅市（一般行政職）

応募認定・定年 応募認定・定年

23.50 23.50 23.50 23.50

31.50 31.50 31.50 31.50

45.00 45.00 45.00 45.00

45.00 45.00 45.00 45.00

1,576 23,103 10,164 24,426

支給実績（27年度決算） 365,097

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算） 499

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

全職員 13 719 13
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エ　特殊勤務手当（平成２８年４月１日現在）

支給実績（27年度決算） 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算） 　円

職員全体に占める手当支給職員の割合（27年度） 　％

手当の種類（手当数）

742,072

―

―

25

手当の名称 主な支給対象職員・業務 左記職員に対する支給単価

防疫作業手当 感染防疫作業に従事した者 日額 300円

危険業務手当
電気技術および一般業務の業務に従事する職務にある職員で、
これらの職員が管理する電気設備等の分解、取替え、修理また
はこれらの作業に伴う試験調整作業に従事した者

日額 150円

年末年始手当
一般事務および電気技術の職務に従事する職員以外の職員で年
末年始に勤務した者（宿直勤務または日直勤務従事者を除
く。）

日額

従事時間（1日）
3時間30分以上7時間30分未
満
　4,500円
7時間30分以上
　9,000円

ヘリコプター搭乗手当

ヘリコプターに搭乗し、救急業務に従事した医師 1回 10,000円

ヘリコプターに搭乗し、救急業務に従事した救急救命士および
看護師

1回 5,000円

救急車搭乗手当

救急車等に搭乗し、救急業務に従事した医師 1回 5,000円

救急車等に搭乗し、救急業務に従事した救急救命士および看護
師

1回 2,500円

危険手当

(1) 専ら精神病棟に勤務し、看護業務または作業療法に従事し
た看護職員、看護補助者および作業療法士
(2) 専ら細菌、その他感染の危険のある業務に従事した臨床検
査技師および血液浄化センターに勤務した臨床工学技士
(3) 精神病棟および感染症病床において診断、治療看護または
病室内において事務に従事した者ならびに感染症病床において
作業した者
(4) レントゲン、コバルト装置等の操作または補助業務に従事
した者
(5) 血液浄化センターにおいて透析業務に従事した看護職員

日額 200円

医師手当 診療業務に従事する医師および歯科医師 月額

医師免許取得後
20年未満
　180,000円
20年以上
　200,000円
ただし、管理者が特別に加
算が必要と判断した場合は
上記の金額に100分の200を
限度として管理者が定めた
率を乗じた額

資格手当
医療技術系の職員または看護職員で管理職手当の支給を受けな
い者

月額

主たる資格の免許取得後25
年以上30年未満の場合
　3,000円
30年以上の場合
　5,000円

麻酔手当 全身麻酔を行う業務に従事した医師
診療報酬点数表により算定した麻酔
料の100分の５の額の範囲内で管理者
が定めた額

分べん手当

分べん業務に従事した産婦人科の医師 1分べん

正規の勤務時間内
　10,000円
正規の勤務時間外、休日
　20,000円
正規の勤務時間外、休日に
ハイリスクまたは緊急処置
に要した場合
　40,000円

休日および診療時間外に産婦人科医師の要請にもとづき分べん
業務に従事した小児科医師

1分べん 10,000円

診療業務手当

正規の勤務時間外および休日の診療業務に直接従事した医師

従事時間が1時間以内
　2,000円
1時間を超える場合30分ごとに
　1,000円　を加算
ただし、深夜時間帯は単価に100分の
150を乗じた額

呼出しを受けて休日等の救急業務に従事した医療技術系の職員
で、管理職手当の支給を受ける者

従事時間が1時間以内
　1,000円
1時間を超える場合30分ごとに
　500円　を加算
ただし、深夜時間帯は単価に100分の
150を乗じた額
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救急診療業務手当
正規の勤務時間が夜間および休診日に割り振られて救急診療業
務に従事する救急科医師および小児科医師

1勤務 40,000円

緊急登院手当

呼出しを受けて休日等の救急業務に従事した医師 1回 5,000円

呼出しを受けて休日等の救急業務に従事した診療放射線技師、
臨床検査技師、臨床工学技士および看護職員

1回 2,000円

助産師手当 分べん介助に従事する助産師 月額 2,000円

夜間看護手当
助産師および看護職員で、正規の勤務時間による勤務の一部ま
たは全部が夜間において行われる看護等の業務に従事した者 1勤務

午後10時から午前５時まで
の間に従事した場合
　6,000円
午後５時から午後10時まで
の間に４時間以上従事した
場合（午後10時以降も引続
き勤務した場合を除く。）
　2,000円

ただし、小学校就学の始期
に達するまでの子を夜間保
育所に預け２交替制勤務に
おける夜間帯に従事した場
合は１勤務につき13,000円
を加算する。また、３交替
制勤務および４交替制勤務
における夜間帯に従事した
場合は１勤務につき10,500
円を加算する。

交替制勤務者業務手当
正規の勤務時間による勤務の一部または全部が夜間において行
われる業務に従事した診療放射線技師および臨床検査技師およ
び救急救命士

1勤務
午後10時から午前５時まで
の間に従事した場合
　4,000円

中央手術室勤務手当 診療局中央手術室において手術の介助に従事する看護職員 月額 2,000円

自宅待機手当

休日等の救急業務に備えて自宅待機を命ぜられた医師
1回

午前８時30分から午後５時
15分までの間待機した場合
　6,000円
午後零時から午後５時15分
までの間待機した場合
　3,000円
午後５時15分から翌日の午
前８時30分までの間待機し
た場合
　6,000円

休日等の救急業務に備えて自宅待機を命ぜられた臨床工学技士
1回

午前８時30分から午後５時
15分までの間待機した場合
　4,000円
午後零時から午後５時15分
までの間待機した場合
　2,000円
午後５時15分から翌日の午
前８時30分までの間待機し
た場合
　4,000円

緊急手術手当

救急外来患者および病状が急変した入院患者について、手術室
（血管造影室および内視鏡室を含む。）において手術（診療時
間外に手術が開始されたものに限る。）に従事した医師

術者
　手術１回につき、診療報酬点数表
により算定した手術料の100分の５の
額
助手
　手術１回につき、診療報酬点数表
により算定した手術料の100分の２の
額

画像診断手当
画像診断を専ら担当する医師（専ら画像診断を担当した経験を
10年以上有する者または専門医に限る。） 1件

診療報酬点数表の画像診断
管理加算２に関する画像診
断
100円

派遣手当 東京都地域医療支援ドクター事業により派遣された医師 日額
10,000円
ただし、１月につき25日分
を上限とする。

主治医手当
入院患者を担当する医師（退院時に担当していた医師に限
る。）

入院患者１人につき１日200円
ただし、退院時要約を患者の退院日
の翌日から起算して14日を超えて診
療情報管理室に提出した場合は、入
院患者１人につき１日100円
ただし、支給期間は、患者１人につ
き90日を上限とする。

新生児担当医手当 新生児特定集中治療室において新生児を担当する医師
新生児特定集中治療室に入院する新
生児１人につき10,000円
ただし、入院初日に限り支給する。
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オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

　　　２　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（27年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数

　　　　（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

カ　その他の手当（平成２８年４月１日現在）  

円

円

円

円

円

円

円

緊急入院患者診療手当
宿直および日直を命ぜられた時間帯において緊急入院患者を診
療した小児科、救急科を除く医師

入院患者１人につき3,000円

病理診断手当
病理診断を専ら担当する医師（専ら病理診断を担当した経験を
７年以上有する者または専門医に限る。）

診療報酬点数表の病理診断管理加算
１または２に関する病理診断１件に
つき100円

支 給 実 績 （ 27 年 度 決 算 ） 158,954

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 27 年 度 決 算 ） 215

支 給 実 績 （ 26 年 度 決 算 ） 144,660

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 26 年 度 決 算 ） 245

内容及び支給単価
一般行政職の
制度との異同

一般行政職の
制度と異なる

内容
手　当　名 （27年度決算） 平均支給年額

（27年度決算）

同 39,822 千円扶養手当

支給実績 支給職員１人当たり

186,958

住居手当
管理職を除く35歳未満の世帯主
等（借家・借間）　15,000円

同 17,506 千円 148,356

配偶者  13,500円
その他の親族  6,000円

満16歳の年度初めから満22歳の
年度末まで
の子1人につき4,000円を加算

千円 141,512

通勤手当 運賃相当額 同 39,199 千円

異
庁舎管理業務
職員　3,900円

79,171 千円

72,591

夜間勤務手当

正規の勤務時間として午後10時
から翌日の午前5時までの間に
勤務する職員に対し、勤務１時
間当たりの給与額の25/100

同 61,416

761,260

管理職手当

院長　140,800円、副院長・診
療局長・救命救急センター長
135,100円、事務局長・看護局
長・部長・室長・センター長
106,500円、副部長・副室長
96,900円、薬剤部長・看護局次
長・課長・主幹　80,000円、科
長・看護師長　70,000円、医長
67,000円

同 110,641 千円 987,866

宿日直手当

正規の勤務時間以外の時間にお
いて宿直勤務または日直勤務に
従事した職員に対し、
勤務１回につき、医師20,000
円、看護師長以上の職にある者
16,000円、その他の職員14,000
円以内を支給する。
年末年始（１月１日から同月３
日までの日および12月29日から
同月31日までの日をいう。）に
従事した場合は、勤務１回につ
き2,800円を加算する。

42,121初任給調整手当

専門的知識を必要とし、かつ、
採用による欠員の補充が困難で
あると認められる職に新たに採
用された職員に対して支給す
る。

― 5,223 千円
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